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世
界
大
会
で
の
向
こ
う
5
年

間
の
行
動
計
画
の
具
体
的
な
指

針
と
し
て
、
「
変
化
の
た
め
の

指
針
」
を
軸
に
し
た
6
つ
の
テ

ー
マ
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
第

一
は
「
権
利
」
で
、
基
本
的
な

労
働
権
（
組
合
権
等
）
を
守
り

追
求
し
て
い
く
こ
と
で
、
今
も

組
合
を
作
ろ
う
と
す
れ
ば
、
リ

ー
ダ
ー
が
命
の
危
険
に
晒
さ
れ

る
国
々
が
あ
り
、
基
本
的
な
権

利
の
抑
圧
に
対
し
て
た
た
か
い

を
展
開
し
て
い
く
こ
と
。

第
二
は
、
「
平
等
」
で
、
女

性
・
青
年
、
人
種
な
ど
あ
ら
ゆ

る
差
別
と
不
平
等
を
根
絶
し
、

す
べ
て
を
包
み
込
ん
だ
当
た
り

前
で
変
わ
り
な
い
機
会
均
等
を

求
め
る
た
た
か
い
を
進
め
る
こ

と
。第

三
は
「
安
全
衛
生
」
で
、

安
全
・
安
心
の
職
場
環
境
を
創

り
出
す
こ
と
と
、
そ
の
た
め
の

訓
練
や
教
育
の
実
践
的
推
進
。

第
四
は
、
「
仕
事
の
未
来
」

で
、
技
術
革
新
の
導
入
に
対
す

る
雇
用
確
保
を
前
提
と
し
た
労

働
組
合
の
関
与
の
促
進
、
組
合

潰
し
や
労
働
権
を
奪
う
機
械
化

に
は
抵
抗
し
で
い
く
こ
と
。

第
五
は
、
「
供
給
連
鎖
の
責

任
」
で
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

（
供
給
連
鎖
）
の
全
て
の
利
害

関
係
者
に
適
切
な
労
働
基
準
に

対
す
る
責
任
を
負
わ
せ
る
こ

と
。第

六
は
、
「
持
続
可
能
な
交

通
運
輸
」
で
、
ゼ
ロ
炭
素
め
ざ

す
交
通
運
輸
シ
ス
テ
ム
の
構
築

と
そ
の
際
に
懸
念
さ
れ
る
雇
用

不
安
に
つ
い
て「
公
正
な
移
行
」

を
求
め
る
運
動
の
強
化
。

港
湾
部
会
、
公
正
慣
行
委
員

会
運
営
委
員
会
で
は
、
以
上
の

テ
ー
マ
を
中
心
に
、
課
題
が
職

場
で
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
、

ど
の
よ
う
な
改
革
が
求
め
ら
れ

て
い
る
か
を
、
世
界
の
運
動
の

実
践
を
通
じ
て
検
討
さ
れ
、
大

会
で
の
更
な
る
深
化
に
向
け
た

討
議
が
行
わ
れ
た
。

Ｉ
Ｔ
Ｆ
（
国
際
運
輸
労
連
）は
、
5
月
14
〜
15
日
に
港
湾
部
会
委
員
会
を
開
催
し
、
続
い
て
、

16
〜
17
日
に
公
正
慣
行
委
員
会
運
営
委
員
会
を
開
催
し
た
。
両
会
議
で
は
、
10
月
に
開
催
さ
れ

る
世
界
大
会
に
向
け
た
向
こ
う
5
年
間
の
行
動
計
画
（
案
）
を
中
心
に
討
議
が
行
わ
れ
た
。
行

動
計
画
案
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
「
世
界
を
動
か
す
交
通
運
輸
労
働
者
」
と
し
て
、
地
球
規
模
で

展
開
す
る
物
流
の
要
に
交
通
運
輸
労
働
者
が
存
在
し
て
お
り
、
交
通
運
輸
労
働
者
こ
そ
が
「
あ

ら
ゆ
る
労
働
者
の
軸
と
な
っ
て
巨
大
な
荷
主
を
社
会
的
に
規
制
す
る
力
が
あ
る
し
、
そ
の
た
め

の
運
動
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」
と
強
調
さ
れ
た
。

会
議
で
は
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｉ（
フ

ィ
リ
ピ
ン
）や
ハ
ッ
チ
ソ
ン
、ド

バ
イ
ポ
ー
ツ
な
ど
世
界
の
大
手

国
際
港
湾
会
社
が
、
組
合
潰
し

や
「
合
理
化
」
で
組
織
労
働
者

を
排
除
す
る
な
ど
の
横
暴
な
や

り
方
に
抵
抗
し
、
た
た
か
い
が

展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
数
多

く
報
告
さ
れ
た
。そ
の
う
え
で
、

Ｉ
Ｔ
Ｆ
と
し
て
、
国
際
支
援
を

継
続
し
て
い
る
こ
と
や
、
国
際

港
湾
資
本
へ
の
責
任
追
及
と
労

働
協
約
に
よ
る
規
制
の
取
り
組

み
も
報
告
さ
れ
、
世
界
大
会
で

の
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
「
権

利
」
「
仕
事
の
未
来
」
の
運
動

の
重
要
性
が
確
認
さ
れ
た
。

ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｉ
は
Ｉ
Ｌ

Ｗ
Ｕ
（
米
国
西
岸
港
湾
労
組
）

が
業
務
妨
害
を
図
っ
た
と
し
て

1
億
㌦
の
損
害
賠
償
を
請
求
し

た
。
こ
の
横
暴
に
対
し
て
Ｉ
Ｃ

Ｔ
Ｓ
Ｉ
の
訴
え
が
裁
判
で
承
認

さ
れ
る
と
い
う
驚
き
の
事
実
が

報
告
さ
れ
た
。
Ｉ
Ｌ
Ｗ
Ｕ
は
事

実
上
の
自
己
破
産
を
宣
告
し
て

再
建
を
図
っ
て
お
り
、
Ｉ
Ｔ
Ｆ

も
財
政
支
援
を
行
う
こ
と
を
決

定
し
た
が
、
同
時
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｓ
Ｉ
が
世
界
で
こ
の
よ
う
な
暴

力
的
な
行
為
に
及
ん
で
い
る
こ

と
に
断
固
と
し
た
た
た
か
い
が

必
要
と
呼
び
掛
け
ら
れ
た
。
Ｉ

Ｌ
Ｗ
Ｕ
の
代
表
は「
残
念
だ
が
、

こ
れ
を
許
さ
な
い
た
た
か
い
を

続
け
る
」
と
力
強
く
決
意
を
表

明
し
、
参
加
者
一
同
が
こ
れ
を

支
援
す
る
意
思
統
一
が
図
ら
れ

た
。ゼ

ロ
炭
素
化
へ
の
港
湾
労
働

者
の
「
公
正
な
移
行
」
を
掲
げ

た
運
動
も
多
く
報
告
さ
れ
た
。

風
力
発
電
を
巡
っ
て
、
こ
の
事

業
で
の
港
湾
作
業
が
「
発
電
建

設
企
業
と
そ
の
関
係
労
働
者
に

委
ね
ら
れ
よ
う
と
し
た
」
こ
と

へ
の
Ｉ
Ｌ
Ａ
（
米
国
東
岸
港
湾

労
組
）
の
運
動
が
象
徴
的
で
あ

っ
た
。
欧
州
各
国
の
港
湾
労
組

は
、
風
力
発
電
に
係
る
荷
役
作

業
は
港
湾
の
仕
事
と
し
て
定
着

し
つ
つ
あ
り
、
Ｉ
Ｌ
Ａ
の
運
動

を
Ｉ
Ｔ
Ｆ
と
し
て
サ
ポ
ー
ト
し

な
が
ら
、
世
界
に
「
公
正
な
移

行
」
の
実
践
例
と
し
て
広
げ
る

こ
と
の
確
認
が
行
わ
れ
た
。

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
「
説

明
責
任
」で
は
、倉
庫
・
鉄
道
・

ト
ラ
ッ
ク
各
事
業
と
船
舶
輸
送

の
要
の
位
置
に
港
湾
が
あ
り
、

す
べ
て
の
事
業
分
野
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
港
湾
労

働
組
合
こ
そ
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ

ー
ン
の
「
説
明
責
任
・
荷
主
へ

の
影
響
力
行
使
」
を
追
求
で
き

る
と
確
認
さ
れ
、
こ
の
運
動
へ

の
港
湾
労
組
の
関
与
の
重
要
性

を
踏
ま
え
、
「
各
輸
送
モ
ー
ド

で
の
組
織
化
」
を
中
心
と
し
た

取
り
組
み
が
再
確
認
さ
れ
た
。

会
議
の
主
な
議
題
の
第
一

は
、
Ｆ
Ｏ
Ｃ
船
に
係
る
諸
協
約

の
締
結
状
況
、
協
約
内
容
と
今

後
の
改
善
の
方
向
性
な
ど
の
検

討
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、

中
東
で
の
紛
争
や
ロ
シ
ア
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
侵
略
の
戦
禍
か
ら
船

員
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に

紅
海
と
ア
デ
ン
湾
の
状
況
を
よ

り
詳
細
に
検
討
し
対
策
を
講
じ

て
い
く
よ
う
確
認
さ
れ
た
。
ま

た
、
ロ
シ
ア
が
Ｉ
Ｔ
Ｆ
を
「
危

険
組
織
と
指
定
」
し
、
船
員
の

権
利
を
停
止
し
て
い
る
状
況
か

ら
、
ロ
シ
ア
船
へ
の
対
応
に
つ

い
て
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

第
二
の
課
題
は
、
船
員
が
ラ

ッ
シ
ン
グ
作
業
を
行
う
Ｉ
Ｔ
Ｆ

協
約
違
反
の
問
題
で
あ
っ
た
。

前
述
し
た
オ
ラ
ン
ダ
と
ド
イ
ツ

の
裁
判
の
状
況
の
報
告
と
と
も

に
、
「
ラ
ッ
シ
ン
グ
は
港
湾
労

働
者
の
仕
事
」
の
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
の
強
化
が
確
認
さ
れ
た
。

第
三
の
課
題
は
、
Ｆ
Ｏ
Ｃ
／

Ｐ
Ｏ
Ｃ

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
近

況
で
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
は
、

1
3
6
人
（
女
性
21
人
）
の
イ

ン
ス
ペ
ク
タ
ー
、
19
人
の
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
活
躍
で
、
6

0
0
0
万
㌦
の
未
払
い
賃
金
改

修
し
た
。
船
員
遺
棄
（
6
〜
20

ケ
月
の
賃
金
未
払
い
）
の
問
題

は
引
き
続
き
深
刻
で
、
非
船
員

条
項
の
違
反
は
46
件
と
報
告
さ

れ
た
。
同
時
に
、
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
の
先
頭
に
立
っ
て
奮
闘
す
る

イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
に
敬
意
を
表

し
、
そ
の
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
し

続
け
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ

た
。Ｉ

Ｔ
Ｆ
の
Ｆ
Ｏ
Ｃ
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
は
昨
年
75
年
周
年
を
迎
え

た
。
Ｉ
Ｔ
Ｆ
は
、
こ
れ
を
総
括

し
、
船
主
を
国
際
法
上
の
義
務

を
履
行
す
る
自
国
籍
に
向
か
わ

せ
、
Ｆ
Ｏ
Ｃ
か
ら
脱
却
さ
せ
る

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
継
続
す
る
こ

と
、
各
国
が
自
国
の
旗
を
掲
げ

る
船
舶
に
対
し
何
が
真
正
な
関

係
を
意
味
す
る
の
定
義
を
推
進

す
る
こ
と
、
船
舶
の
登
録
条
件

に
関
す
る
国
連
条
約
改
正
の
検

討
を
含
む
船
舶
登
録
慣
行
の
見

直
し
を
書
記
局
を
中
心
に
具
体

化
を
図
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

第
四
の
課
題
は
、
船
員
・
港

湾
が
取
り
組
む
諸
課
題
に
相
互

に
連
携
し
推
進
す
る
こ
と
で
、

各
国
で
港
湾
労
働
組
合
が
取
り

組
む
争
議
を
含
め
た
た
た
か
い

へ
の
連
帯
が
強
調
さ
れ
た
。

公
正
慣
行
委
員
会
運
営
委
員
会
に
は
、
玉
田
書
記
長
が
運
営
委
員
と
し
て
出
席
し
、
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
と
し
て
真
島
委
員
が
参
加
し
た
。
討
議
で
は
、
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
の
活
躍
で
Ｉ
Ｔ
Ｆ
協

約
船
の
拡
大
や
船
員
の
未
払
い
賃
金
の
回
収
な
ど
が
進
ん
で
い
る
こ
と
、
便
宜
置
籍
船
（
Ｆ
Ｏ

Ｃ
）
・
Ｐ
Ｏ
Ｃ
（
便
宜
港
湾
）
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
強
化
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
。

Ｉ
Ｔ
Ｆ
は
、
交
通
運
輸
労
組

の
世
界
的
組
織
で
あ
る
国
際
運

輸
労
連
（
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｔ

ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ

Ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
ｐ

ｏ
ｒ
ｔ

Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｅ
ｒ
ｓ
’

Ｆ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）

の
略
称
で
す
。
世
界
1
4
7
カ

国
の
6
7
0
組
合
の
連
盟
で
あ

る
Ｉ
Ｔ
Ｆ
は
、
組
合
員
1
9
7

0
万
人
を
代
表
し
て
い
ま
す
。

Ｉ
Ｔ
Ｆ
は
、
ス
ト
破
り
に
対

抗
す
る
た
め
の
国
際
組
織
の
必

要
性
を
認
識
し
た
欧
州
の
船
員

組
合
と
港
湾
労
働
者
組
合
の
指

導
者
に
よ
っ
て
、
1
8
9
6
年

に
ロ
ン
ド
ン
で
結
成
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
Ｉ
Ｔ
Ｆ
は
、
海
運
・

港
湾
・
鉄
道
・
路
面
・
貨
物
旅

客
輸
送
・
内
陸
水
運
・
水
産
・

観
光
・
民
間
航
空
で
働
く
労
働

者
を
組
織
し
て
い
ま
す
。

Ｉ
Ｔ
Ｆ
は
、
世
界
レ
ベ
ル
で

交
通
運
輸
労
働
者
を
代
表
し
、

グ
ロ
ー
バ
ル
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

と
連
帯
を
通
じ
て
交
通
運
輸
労

働
者
の
利
益
を
促
進
し
ま
す
。

ま
た
、
独
立
し
た
民
主
的
な
労

働
組
合
運
動
の
発
展
と
基
本
的

な
人
権
・
労
働
組
合
権
の
擁
護

に
も
寄
与
し
て
い
ま
す
。
あ
ら

ゆ
る
形
の
全
体
主
義
、
暴
力
、

差
別
に
も
反
対
し
て
い
ま
す
。

Ｉ
Ｔ
Ｆ
は
、
国
際
労
働
組
合

総
連
合
（
Ｉ
Ｔ
Ｕ
Ｃ
）
と
共
に

活
動
す
る
国
際
産
別
組
織
（
Ｇ

Ｕ
Ｆ
）
の
ひ
と
つ
で
す
。

Ｉ
Ｔ
Ｆ（
国
際
運
輸
労
連
）が
5
か
年
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
起
：
世
界
大
会
へ

Ｉ
Ｔ
Ｆ（
国
際
運
輸
労
連
）が
5
か
年
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
起
：
世
界
大
会
へ

＝「
世
界
を
動
か
す
交
通
運
輸
労
働
者
」メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
＝

＝「
世
界
を
動
か
す
交
通
運
輸
労
働
者
」メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
＝

＝
港
湾
部
会
委
員
会
＝

国
際
港
湾
会
社
の
横
暴

と
の
た
た
か
い

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の

要
に
位
置
す
る
港
湾
労
働

者
の
役
割
は
重
大

公
正
な
移
行
・
荷
主
へ

の
説
明
責
任
追
求

国
際
港
湾
会
社
の
横
暴
と

の
た
た
か
い

変
化
の
た
め
の
6
つ
の
指

針
を
掲
げ
て

権
利
・
平
等
・
安
全
衛
生

・
仕
事
の
未
来
・
関
係
者

の
責
任
・
持
続
可
能
な
交

通
運
輸

＝
公
正
慣
行
委
員
会
運
営
委
員
会
＝

＝
公
正
慣
行
委
員
会
運
営
委
員
会
＝

便
宜
置
籍
船（
Ｆ
Ｏ
Ｃ
）

・
Ｐ
Ｏ
Ｃ
（
便
宜
港
湾
）

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
強
化

港
湾
労
組
と
船
員
組
合

の
連
帯
の
促
進

Ｉ
Ｔ
Ｆ
と
は
？


